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町田市環境共生課届出手続き 

オンライン申請方法 

 
【ご注意】 
・メールアドレスが無いとオンライン申請はできません。メールアドレスをお持ちでない方
は、窓口もしくは郵送で申請を行ってください。 

 
・Internet Explorerでは申請を行うことができません。Microsoft Edge や Google Chrome
等、他のブラウザを利用してください。 

 
・町田市環境共生課では、原則 Grafferアカウントの作成を推奨しております。メールアド
レスでの認証は推奨しておりませんので、あらかじめご了承ください。 

 
・手順書中の画面やメール内容は開発中のものになります。実際の画面と多少異なる部分も
ございますのでご注意ください。 
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1. 申請ページへのアクセス 

  インターネットに接続し、町田市のホームページからオンライン申請を行う届出の

Graffer の申請画面を開きます。 

 

2. 申請方法の選択 

申請方法を、下記の 2 つから選択します。 

(方法 1)ログインして申請する 

 ※ログインして申請すると、入力内容の一時保存や過去の申請履歴等の確認が可能です。 

  ⇒「3. ログイン方法の選択」に進みます。 

 

 (方法 2)メールアドレスで認証する(ログインしない。) 

 ※この方法では、一時保存や過去の申請履歴の確認ができないなど、一部の機能が使えま

せん。 

  ⇒「7. メール認証申請」に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(方法 1) 

ログインして申請する 

(Graffer アカウント作成、もしくは

Google、LINEアカウントでログイン) 

※申請途中で保存が可能です。 

 

 

なるべく(方法 1)を選択してください！ 

図 1 

(方法 2) 

メールアドレスで認証する 

※申請途中での保存はできません。

申請時間制限(30分)があります。 
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3. ログイン方法の選択 (方法 1 を選択した場合) 

 ログイン方法を、下記の 3 つから選択します。(図 2 参照) 

 (方法 1－1)  Graffer アカウントを作成する 

 ⇒「4.アカウントの作成」に進みます。 

 

 (方法 1－2)   既に Graffer アカウントを持っている場合 

        ⇒「5. Graffer アカウントでログイン」に進みます。 

 

 (方法 1－3)   Gmail もしくは LINE アカウントでログインする 

        ⇒「6. Google、LINE を使ってログイン」に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(方法 1-3) 

Gmailもしくは LINEアカウント

でログインする 

(方法 1-2) 

既に Graffer アカウント

を持っている場合 

 

※メールアドレスとパスワ

ードを入力すると、ボタン

に色が付きます。 

(方法 1-1) 

Graffer アカウントを作

成する 
図 2 
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4. アカウントの作成 (方法 1－1) 

①「ログインして申請に進む」をクリックすると、 

 図 2 の画面が表示されます。 

 

②画面下「Graffer アカウントを作成する」を 

クリックします。 

 

③左図(図 3)のページの画面が開いたら、 

必要事項(姓、名、登録用メールアドレス、 

パスワード)を入力し、「Graffer アカウント 

を登録する」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

④仮登録完了画面が表示されます(図 4 参照)。こ 

の段階では、まだアカウント登録が完了されて 

いないので、本登録用の確認メールが届いてい 

るか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

⑤本登録用の確認メールが届いたら、本登録用の 

URL をクリックしてください(図 5 参照)。 

 

 

 

 

 

 

図 3 

図 4 

図 5 

 



5 

 

⑥左図(図 6)の画面が表示されれば、本登録完了   

です。 

 ⇒「5. Graffer アカウントでログイン」に進み 

ます。 

※メールアドレスとパスワードは今後、ログイ 

ン時に使用するので忘れないように管理し   

てください。 

 

 

 

 

 

5. Graffer アカウントでログイン(方法 1-1 のつづき、または方法 1-2) 

 ①申請ページトップの「ログインして申請に進む」をクリックします。(図 1 参照) 

 ②メールアドレスとパスワードを入力します。(図 2 参照) 

 ③「Graffer アカウントでログイン」をクリックします。 

  ⇒「8. 申請内容の入力」に進みます。 

 

6. Google、LINE を使ってログイン(方法 1－3) 

 ①申請ページトップの「ログインして申請に進む」をクリックします。(図 1 参照) 

 ②「Google でログイン」または「LINE でログイン」をクリックして、それぞれアカウ

ント情報を入力します。(図 7、図 8 参照) 

 

※二段階認証を設定している場合は、二段階認証を求められますので、指示に従って進みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 

図 7 図 8 
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7. メール認証申請(方法２を選択した場合) 

※この方法は、一時保存や過去の申請履歴の確認ができないなど、一部の機能が使えないの

で、推奨しておりません。 

①「メール認証して申請に進む」 

(図１)をクリックすると、左図 

(図 9)のバーが表示されます。 

メールアドレスを入力し、「確 

認メールを送信」を押してくだ 

さい。 

 

 

 

②「noreply@mail.graffer.jp」から届くメー 

ルの URL にアクセスし、メールアドレス  

の確認を完了させます。(図 10 参照) 

※認証の有効期限は 30 分です。 

⇒「8.申請内容の入力」に進みます。 

 

 

8. 申請内容の入力 

 

①ログインもしくはメール認証が完了すると、 

届出の申請画面に移行します。(図11参照) 

 

②「利用規約に同意する」にチェックを入れ、 

「申請に進む」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

図 9 ※メールアドレスを入力す

ると、ボタンに色が付きま

す。 

図 10 

図 11 
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③申請内容の入力画面が開きます。画面に従  

い、必要事項を入力してください。また、 

必要に応じて、図面やカタログ等のファイ 

ルを添付してください。 

 

④すべての入力、ファイルの添付等が完了す 

ると申請内容の確認画面(図 12)が開き 

ますので、内容の確認をします。確認完了 

後、次の頁の「この内容で申請する」ボタ 

ンをクリックします。 

 

 

 

 

9. 申請終了 

 

①受付完了メール受信 

・申請が完了すると、「受付完了メール」   

が届きます。(図 13 参照) 

・内容をよく確認のうえ、修正等がある場合 

は、環境共生課まで連絡します。 

 

※内容に不備等がある場合、環境共生課からご連  

絡させていただく場合がございます。あらかじ 

めご了承ください。 

 

 

 

②申請完了メール受信 

・申請内容の審査が完了したら、「申請完了メール」    

が届きます。これで申請は完了です。 

・過去の申請内容は、メールに記載された URL   

から確認することができます。 

・また、アカウントを作成してある場合は、次回か 

ら一部前回の情報を元に、より簡単に申請するこ 

とができます。 

 

図 12 

図 13 

図 14 
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